
兵庫県後期高齢者医療制度懇話会設置要綱 

 

 

（設置） 

第１条 後期高齢者医療制度の円滑な実施に資するため、兵庫県後期高齢者医療制度懇話

会（以下「懇話会」という。）を設置する。 

 

（協議事項） 

第２条 懇話会の協議事項は、次のとおりとする。 

（１）保険料に関すること。 

（２）給付事業に関すること。 

（３）保健事業に関すること。 

（４）前各号に定めるもののほか、後期高齢者医療制度の円滑な実施に必要なこと。 

 

（組織） 

第３条 懇話会の委員は、次の各号に掲げる委員により、当該各号に定める人数をもって組

織する。 

（１）被保険者を代表する委員  ５名以内 

（２）保険医又は保険薬剤師を代表する委員  ５名以内 

（３）公益を代表する委員 ５名以内 

（４）被用者保険等保険者を代表する委員 ３名以内 

２ 委員は、兵庫県後期高齢者医療広域連合長が委嘱する。 

３ 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

 

（会長及び副会長） 

第４条 懇話会に会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長は委員の互選により選出し、副会長は会長が指名する。 

３ 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。 

４ 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 懇話会は、必要のつど会長が招集する。 

２ 会議は、委員の２分の１以上が出席し、かつ第３条第１項各号に規定する委員１人以上

が出席しなければ、開くことができない。 

 

（謝金及び旅費） 

第６条 委員が懇話会に出席したときは、謝金として日額１０，０００円を支給することが

できる。 



２ 委員が懇話会に出席するため旅行したときは、兵庫県後期高齢者医療広域連合職員等

の旅費に関する条例（平成１９年条例第１４号）の例により、旅費を支給することができ

る。 

 

（庶務） 

第７条 懇話会の庶務は、兵庫県後期高齢者医療広域連合総務課において処理する。 

 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営その他必要な事項は、会長が定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成１９年８月９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 


